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１．はじめに  

 国土交通省は、平成２０年７月に「情報化施工推

進戦略」を策定し、建設生産プロセスのうち「施工」

に注目して、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した生

産性の向上や品質の確保を図る取り組みを実施して

きた。また、平成２５年３月には、新たな「情報化

施工推進戦略」を策定し、中長期的な目標となる情

報化施工の目指す姿や建設事業の課題や情報化施工

推進を巡る現状、平成２５年から５カ年の重点目標

と取り組みをまとめている。 

２．目的  

 平成２０年度に策定した「情報化施工推進戦略」

の策定から５カ年が経過し、行政主導の取り組みに

より一般化推進技術に指定した「MC（モータグレー

ダ）技術」、「ＴＳによる出来形管理技術（土工）」に

ついては、平成２３年度の直轄工事における各技術

の活用率がそれぞれ 44.1％、38.8％となった。 

今後の更なる普及促進に向けては、施工者が自発

的に情報化施工を導入する環境整備に努めていく必

要がある。そのため、情報化施工の先進国と言われ

る米国を対象に、情報化施工の導入が進む環境（入

札契約制度や監督・検査手法）について調査した。 

３．調査対象と調査方法 

 表―１に示す米国内の施工者及び発注者にアンケ

ート及びヒアリング調査を実施した。 

４． 調査結果 

４．１ 米国における ICT 導入の動機について 

（１）ICT 導入のイニシアティブ 

 情報化施工技術の１つであるＡＭＧ（Automated 

Machine Guidance）は生産性の向上等、施工者が自

ら利益を得るために導入しているとのことである。

また、発注者の回答によると、発注者が情報化施工

技術の導入を義務づけることはなく、施工者が積極

的に利用しているとのことである。ニューヨーク州

の事例ではあるが、州の全事業のうち、３割の工事

でＡＭＧが導入されているとの調査結果を得た。 

（２）導入の目的・期待する効果 

 施工者は工期短縮とコスト縮減のために情報化施

工を導入するとのことである。工期短縮については、

発注者の承認を得られれば工期に関係なく現場事務

所をたたむことが可能であり、次の現場にリソース

（資機材、人材）を割り当てられる効果がある。コ

スト縮減については、丁張り等の測量専任の作業員

の人件費が２ヶ月分削減できたとの事例もあった。 

 発注者の回答によると、施工者の情報化施工技術

の導入による生産性向上が入札金額に反映されるた

め、情報化施工技術の普及前と比較すると、入札金

額が 15％～20%程度低減したとのことである。 

４．２ 入札契約制度について 

（１）インセンティブの存在 

 ニューヨーク州では、割合は多くはないが、イン

センティブが設定される場合があるとのことである。

インセンティブの設定される工事の傾向としては、

郊外のハイウェイでは少なく、都市部の工事で多い

傾向にあるとのことである。インセンティブは、工

事毎に設定され工事の契約図書に記載される。また、 

インセンティブの対象としては、工期短縮（マイル

ストンや工期）、品質（平坦性、密度）等が設定され

ヒアリング対象者 分類 

ColdSpring.CONSTRUCTION.CO 
（ニューヨーク州） 

施工者

ニューヨーク州運輸局 発注者
米国連邦道路庁 行政機関
ウィスコンシン州運輸局（電話会議） 発注者

キーワード 情報化施工 情報化施工推進戦略 ＩＣＴ 米国 入札契約制度  

連絡先  〒417-0801 静岡県富士市大渕 3154 （一社）日本建設機械施工協会施工技術総合研究所 ＴＥＬ0545-35-0212

表－１ 調査対象者 
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る場合があり、工事金額の５％までが支払われる。 

 なお、施工者の回答によると、インセンティブの

存在が、情報化施工導入の動機付けにはなっていな

いとの調査結果を得た。 

（２）ICT に則した出来形管理基準の存在 

 出来形管理基準は州毎に作成されており、情報化

施工導入の有無に関わらず、管理基準は同じとのこ

とである。検査は、発注者自ら実施し発注者所有の

ＧＮＳＳやＴＳ等を用いて計測する。検査職員は、

工種ごとに設定された管理基準の規格値に応じて必

要な計測精度を有する器機を選定し、検査のための

計測を実施している。 

（３）出来高部分払い 

 ニューヨーク州では、多くの工事で出来高部分払

いとなっており、２週間毎に発注者から施工者に支

払われるとのことである。支払いの根拠となる計測

は発注者自ら実施する。計測は、発注者所有のＴＳ

やＧＮＳＳを利用して実施し、施工者が計測してい

る箇所での計測ではなく、発注者が検査のために作

成している３次元設計データを活用しながら、自ら

現地確認や数量算出を実施している。 

一方で、施工者は社内の工程管理（出来高管理）

のために、施工途中のランダム点をＧＮＳＳ等によ

り計測しているが、発注者から義務づけられた計測

箇所や計測方法ではない。また、発注者の回答によ

ると、情報化施工の導入により、施工者と発注者の

数量算出結果の合致率が高まったとの回答を得た。 

（４）３次元設計データの提供について 

 ニューヨーク州では、全工事の６～７割の工事で

発注者から３次元設計データが提供されているとの

ことである。契約上の扱いは、参考資料扱いであり、

正式な図面は従来通りの２次元の図面となる。また、

施工者の回答によると、提供される３次元設計デー

タは現況地形との不整合や２次元図面との不整合が

あり、多くの場合、修正が必要とのことである。ま

た、データ形式については、標準化された形式はな

く、発注者が使用している３次元ＣＡＤから出力可

能な形式で適宜提供されているとのことである。 

（５）電子基準点の活用について 

 情報化施工技術の測位技術の一つである電子基準

点を利用したＧＮＳＳ測位は、ニューヨーク州では、

ＣＯＲＳ（Continuous Operating Reference Station）

と呼ばれる電子基準点を運用しており、利用者は登

録することで無償で電子基準点による補正情報を利

用することができる。電子基準点網は 60 基から構成

され、国立公園を除く、州内の範囲をカバーしてい

る。また、配信される補正情報は、WI-FI および携帯

等で受信することが可能である。 

５．考察 

日本は、発注者が技術を指定する「発注者指定」

による導入と施工者の技術提案等によって活用する

「施工者希望」による導入の両者により普及を進め

ているのに対して、米国は、「施工者希望」により普

及を進めていることが大きな違いとしてあげられる。 

米国で施工者主導で導入される要因は、米国と日

本との施工規模の違いもあるが、ＡＭＧが必要とさ

れやすい検査手法もひとつの普及要因であると推察

される。例えば、日本では契約図書に示される管理

測点や管理箇所での出来高や出来形の検査となるが、

米国の出来高や出来形の検査は、発注者（運輸局）

が計測箇所や計測頻度を決定しランダムに自ら計測

する。このため、施工者はランダムな点で計測して

も管理基準を満足させることが求められる。その結

果、面的に精緻に施工する必要があり、不合格のリ

スク低減のために情報化施工技術を採用しているの

ではないかと推察される。 

また、米国では、発注者は出来高や出来形検査の

根拠とするために、自ら３次元設計データを作成、

検測した結果を用いて、設計と施工結果との差を取

得・支払い根拠となる数量算出を実施している。こ

のため、施工者も発注者との共通認識を持つために、

３次元設計データ及び３次元計測座標を扱う必要が

ある。 

６．おわりに 

 国外における情報化施工の動向の調査は、産業の

グローバル化に対応するためにも重要であるため、

今後も海外の取り組みや普及状況、普及する要因等

について調査する必要がある。 
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